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第１章 計画の推進及び連携体制 

地域における生活課題や福祉に対するニーズが増大・多様化する一方で、少子高齢化に代
表されるような地域社会の変容や社会福祉費の増大、これから起こりうる新たな社会問題等、
福祉行政が抱える課題をどのように地域で解決できるかが重要になっています。 

誰もが人としての尊厳を持ち、その人らしい安心のある生活が送れる社会を実現するため、
市民や自治会等の地域、社会福祉協議会等の関係機関・団体、行政等がそれぞれ担う役割を
明らかにし、相互の連携や協働により本計画を推進します。 

 

【計画の推進と連携体制】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の推進と連携 

地 域 
 ・地域の現状や課題について、話し合い、

互いに支え合う地域を作りましょう。 

市 民 
 ・地域社会の一員であることを自覚し、 

地域福祉に対する意識を高めましょう。 
・地域福祉活動の担い手として積極的に

地域活動に参加しましょう。 

社会福祉協議会等関係機関・団体 
 
・地域福祉活動の中心的な担い手として、

相互に連携を図りながら、大圏域の施
策の展開や中・小圏域の地域福祉活動
を支援していきます。 

行 政 
 
・市民や関係機関等の役割を踏まえなが

ら相互に連携や協力を図ります。 
・様々な生活課題を抱える人を包括的に

支援していくため、福祉・保健・医療部
局をはじめ、庁内の様々な部局横断的
な連携により、総合的に地域福祉施策
を推進していきます。 
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第２章 計画の周知 

本計画は、地区社会福祉協議会等の関係機関へ配布するとともに、概要版を全世帯に配布
します。また、市及び社会福祉協議会のホームページ等に掲載し、幅広く周知活動を行いま
す。 

 

 

 

第３章 計画の点検・評価機関の組織化と進行管理 

本計画の効果的な展開を図るため、市や社会福祉協議会だけではなく市民の代表や関係機
関の代表で構成する組織を立ち上げ、評価を行います。 

市においては、「真岡市地域福祉計画策定委員会」、社会福祉協議会においては「真岡市
地域福祉活動計画策定委員会」を設置し、市民の参画による点検・評価を実施します。また、
計画の推進に関わる事業について、内部点検・評価を実施します。 

計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルを活用し、各種施策の効果や改善点を明ら
かにし、今後の施策の充実を図ります。 

 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民、自治会、市、社会福祉協議会等が
取り組む 

各種施策の点検・評価を行う C 
A 必要に応じて計画の見直しを行う 
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